
平成２３年８月１日

農 林 水 産 省

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に基づく「政府所有米

穀の販売等業務」における民間競争入札に係る落札者の決定について

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成18年法律第51号）に基づ

く民間競争入札を行った「政府所有米穀の販売等業務」については、下記のとおり落

札者を決定しました。

記

１ 落札者の名称

(1) 住友商事株式会社

(2) 日通グループ（共同企業体）（日通商事株式会社及び日本通運株式会社）

(3) 三菱商事株式会社

２ 契約金額（委託費の限度額）

(1) 住友商事株式会社 10,852,394,664円（消費税及び地方消費税額を含む。）

(2) 日通グループ 10,852,394,664円（消費税及び地方消費税額を含む。）

(3) 三菱商事株式会社 10,852,394,664円（消費税及び地方消費税額を含む。）

※ 契約金額は、業務実施期間（平成23年10月１日～平成29年３月31日）の委託費

の限度額である。

３ 落札者決定の理由

(1) 政府所有米穀の販売等業務における民間競争入札実施要項に基づき、入札参加

者（６者（うち１共同企業体））から提出された企画書及び入札書類により、当

該実施要項に定める入札参加資格を満たすことを確認した。

(2) 入札参加資格を満たす者に係る入札価格について、平成23年７月５日に開札し

た結果、いずれも予定価格の範囲内であったことから、落札者の決定は、特別会

計に関する法律施行令（平成19年政令第124号）第19条第４項の規定（複数落札

入札制度）に基づき、入札価格の低い者から順次、当該者の外国産米穀の取扱希

望数量の和が外国産米穀の委託予定数量（60万玄米トン）に達するまで選定した

ものである。



４ 政府所有米穀の販売等業務の実施体制及び実施方法の概要

落札者は、政府所有米穀の販売、保管、運送、販売に伴い必要となる業務（外国

産米穀の販売前のカビ確認・カビ毒分析、変形加工、とう精）、品質管理、販売す

ることができない米穀及び空包装等の処理並びにこれらの業務に係る情報管理につ

いて、次の体制の下、業務仕様書に即して作成された業務方法書に基づき実施する。

(1) 住友商事株式会社及び三菱商事株式会社

政府所有米穀の販売業務については、本社を中心として、全国の支店網を活用

して実施する。

販売業務以外の保管、運送等の業務については、それぞれの業務を的確に実施

することができる者に再委託して実施する。

(2) 日通グループ

日通商事株式会社を代表企業として、日本通運株式会社と共同企業体（JV）を

形成する。

政府所有米穀の販売業務については、米穀の出荷販売事業者である日通商事株

式会社が当該JV販売業務管理責任者を当該JV事務局に配置し、全国の支店網を活

用して実施する。

販売業務以外の業務については、保管、運送等の業務について、必要に応じて、

これらの業務を的確に実施することができる者に委託して実施する。



１　入札参加者数

入札参加者数

選定数

２　受託事業体

外国産米穀の取扱予定数量

２０万トン

２０万トン

２０万トン

※１　上記の取扱予定数量は実際の受託数量とは異なる。

※２　このほか、政府国産米についても、３者で分担して受託。

６（うち１共同企業体）

平成23年度契約受託事業体選定結果

三菱商事株式会社

日通グループ

住友商事株式会社
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３（うち１共同企業体）
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